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合併後の住所表示

■新小林市になるとどうなるの？
合併後の住所表示について1

　平成22年 3月 23日に新しい小林市が誕生することに伴い、現在の小林市にお住まいの方は、「大字」の表示が不要にな
ります。現在の野尻町にお住まいの方は、次のとおり住所表示が変わります。
なお、大字名に続く番地や郵便番号、電話番号に変更はありません。

■市町村合併に伴う住所表示
新市名

旧市
町名

住所表記 住所表記例

小林市

小林市 ・「大字」の文字を削除

合
併
前

小林地区

小林市大字細野△△△番地
小林市大字水流迫△△△番地
小林市大字堤△△△番地
小林市大字真方△△△番地
小林市大字東方△△△番地
小林市大字北西方△△△番地
小林市大字南西方△△△番地
小林市本町△△△番地

須木地区

小林市須木大字下田△△△番地
小林市須木大字中原△△△番地
小林市須木大字鳥田町△△△番地
小林市須木大字奈佐木△△△番地
小林市須木大字内山△△△番地

合
併
後

小林地区

小林市細野△△△番地
小林市水流迫△△△番地
小林市堤△△△番地
小林市真方△△△番地
小林市東方△△△番地
小林市北西方△△△番地
小林市南西方△△△番地
小林市本町△△△番地

須木地区

小林市須木下田△△△番地
小林市須木中原△△△番地
小林市須木鳥田町△△△番地
小林市須木奈佐木△△△番地
小林市須木内山△△△番地

野尻町

・ 「西諸県郡野尻町」を「小
林市野尻町」に置き換え
る。
・ 「大字」の文字を削除

合併前
西諸県郡野尻町大字紙屋△△△番地
西諸県郡野尻町大字東麓△△△番地
西諸県郡野尻町大字三ケ野山△△△番地

合併後
小林市野尻町紙屋△△△番地
小林市野尻町東麓△△△番地
小林市野尻町三ケ野山△△△番地

※ 合併前の野尻町の区域に合併新法による地域自治区を設置するため、地域自治区を設置する期間中は、住所表記の新市名
「小林市」の後に、地域自治区名の「野尻町」を冠します。
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